
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 雪が積もる季節となり、夏に比べて道路の幅が狭くなります。 

そのような中での迷惑駐車は、通行の妨害や交通事故の原因となるため、 

冬季における違法・迷惑駐車について考えましょう。
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●  道路の幅が狭くなり通行の妨害になります。 

違法駐車があるため、交通渋滞を引き起こし、スムーズな車両走行ができなくなることがあ

ります。 

また、歩道上駐車は歩行者の通行を妨げます。 

●  交差点付近での事故の原因となります。 

交差点付近の違法駐車は、通行する車両や歩行者の見通しを妨げ、交差点事故の原因と 

なります。 

●  緊急車両の活動を妨げます。 

狭い道路に違法駐車があると、消防車や救急車などの緊急車両の 

通行や活動を妨げ、人命救助に重大な影響を与えます。 

●  歩行者事故などの原因になります。 

住宅街での違法駐車は、駐車車両の直前や直後からの歩行者の横断に気付くのが遅れ、 

交通事故の原因になります。 

 
●  除排雪作業の障害となります。 

違法駐車が除排雪作業の妨げとなり、住民に迷惑をかけ、生活にも重大な影響を与えます。 
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